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研修・技能実習制度研究会中間報告 

 
はじめに 
 
 外国人研修・技能実習制度については、平成５年４月の制度発足以来１４
年余りを経過し、研修生・技能実習生の数も大幅に増加している。この間、
アジア各国の若者が来日し、技術、技能又は知識を学び、帰国後は現地で技
術等を指導する立場に就き活躍している者も少なくない。 
しかしながら、一部の受入れ機関において、本来働かせてはならない研修

生が残業（研修時間外の活動）までさせられていたり、技能移転のための適
正な実習指導が行われていない等の問題も生じている。 
 特に、同制度については、「規制改革・民間開放の推進に関する第３次答
申（平成１８年１２月２５日規制改革・民間開放推進会議）」において、「実
務研修中の法的保護の在り方」等について「遅くとも平成２１年通常国会ま
でに関係法案提出」等必要な措置を講ずることとされているほか、「経済財
政運営と構造改革に関する基本方針２００６」、外国人労働者問題に関する
プロジェクトチーム（副大臣会議）、自民党外国人労働者等特別委員会など
においても制度の見直しが提言されている。 
 本研究会は、現行制度の問題点を是正するとともに、制度の目的である開
発途上国等への技能移転が適正に実施されるよう、制度の適正化や在り方に
関する事項について、平成１８年１０月以来９回にわたって、問題点の整理
及び検討を行ってきた。検討に当たっては、受入れ団体及び受入れ企業に対
する現地訪問調査や、労使関係者及び受入れ団体からのヒアリングを実施し、
出来る限り実態を踏まえた議論を行ったところである。 
 こうした検討の結果、今般、制度見直しの方向性について一定のとりまと
めを行ったので、中間的に報告する。 
 なお、本研究会は、研修・技能実習制度として「研修」後に「技能実習」
に移行するケースを中心に検討してきたが、今後、「研修」のみで帰国する
ケースも含め、必要に応じ残された課題等についても引き続き検討していく
こととしたい。 
 本研究会としては、この中間報告を契機として、厚生労働省をはじめとす
る関係省庁において具体的な制度設計についての検討が開始されることを期
待する。 
 

    平成１９年５月 
 
Ⅰ 外国人研修・技能実習制度の現状と課題 
１．現行制度の仕組み 
研修・技能実習制度は、従来の研修制度を拡充する観点から、研修を終 

厚生労働省 
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了し所定の要件を満たした研修生に、雇用関係の下でより実践的な技術・ 
技能等を修得させ、開発途上国等の経済発展を担う「人づくり」に協力す
ることを目的として、平成５年４月に創設された。 
同制度において、開発途上国等の若年労働者は、まず研修生（在留資格 
「研修」）として入国し、日本の企業等において、概ね１年間、産業・職
業上の技術、技能又は知識を修得する（なお、この「研修」期間中は、研
修生は報酬を受ける活動が禁止されており、原則として労働基準法上の「労 
働者」には当たらない。）。 
その後、研修生は、対象となる職種について、研修終了後の技能レベル 
が一定水準以上に達し（具体的には、技能検定基礎２級レベル試験に合格  
すること）、在留状況が良好と認められるなど所定の要件を満たすと、在
留資格「特定活動」への変更許可を受け、雇用関係の下でより実践的な技
術等を修得する技能実習生（以下「実習生」という。）に移行することと
なる（研修期間と合わせて最長３年間の在留が認められる。）。 

     

開発途上国等の「人づくり」に一層協力するため、新たな技能移転の仕組
みとして平成５年４月に創設。

研修・技能実習制度の仕組み

研

修

在留資格：「研修」

座学研修
受入れ団体・企業において実施

実務研修
受入れ企業において実施

在留資格：「特定活動」

技能実習
受入れ企業において実施

＊対象職種
送出国のニーズがあり、公的な技能
評価制度が整備されている職種
（現在６２職種）

＊到達目標

技能検定３級レベル
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実
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技

能
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実
務
研
修

座
学
研
修

○入 国

○在留資格の変更

○帰 国

所定の技能評価試験
(技能検定基礎２級レベル）
に合格することが条件

 

２．現状と問題点 
（研修生・実習生の増加） 
外国人研修生・実習生の数は、大幅に増加しており、平成１８年の在留
資格「研修」入国者数は約９万３千人（政府関係機関による受入れも含む。）、 
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技能実習移行者数は約４万１千人、技能実習中の者は約 7万人に上ってい
る。国籍別には、実習生の約８５％が中国、次いでベトナム、インドネシ
ア、フィリピン、タイの順となっている。 
 

（法務省データ）

（法務省データ）160
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  受入れ側の状況をみると、実習生受入れ人数の多い職種は、①繊維・衣
服関係、②機械・金属関係、③食料品製造関係となっており、近年の特徴
として、繊維・衣服、機械・金属関係が増加している。受入れ機関につい
ては、受入れ団体数は１，１１６団体（平成１７年度）、受入れ企業数は
１３，７１０企業（平成１７年度）であり、受入れ企業の半数以上が従業
員規模１９人以下の中小零細企業である。 

職種別推移
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平成17年度技能実習実施企業従業員規模別構成比

1～9人
37.3%

10～19人
19.5%

20～49人
16.9%

50～99人

12.8%

100～299人
9.6%

300人以上
3.8%

(JITCO データ)

 
  また、実習生の在留地域を都道府県別にみると、岐阜（繊維・衣服等）、 
愛知（機械・金属等）、茨城（農業等）、広島（機械・金属等）等が多い。 
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平成17年度技能実習移行申請者の都道府県別の状況

JITCO支援研修生

技能実習移行申請者

ＪＩＴＣＯデータ
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（技能移転の効果） 
 研修生・実習生の帰国後の就職状況等技能移転の実態については、部分
的な把握ではあるものの、ＪＩＴＣＯ（財団法人国際研修協力機構（ジツ
コ）：法務省、外務省、厚生労働省、経済産業省及び国土交通省共管の公
益法人）が帰国生を対象にフォローアップ調査を実施している。 
それによれば、例えば、中国の帰国生を対象に実施したアンケート調査
では、来日前は一般従業員であった者が、係長クラスや課長クラスに登用
されている例も少なくない。 
この他、具体的な事例として、日本の厳しい品質管理基準や生産管理の
手法を学んだことにより、帰国後技術・品質の担当課長に抜擢され、現地
従業員の技術指導に当たっている例、日本の受入れ企業の現地法人に採用
され、品質検査や本社との連絡を任されている例、日本で修得した技術を
活かし自ら起業した例等も報告されている。 
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②具体例（送出し企業現地調査から）
送出し企業における帰国生の処遇について（調査対象：41人（中国））
① 帰国生へのアンケート調査結果

 
 （問題事案の発生） 
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上記のように、技能移転が効果的に行われ、現地の技術向上に寄与して
いる例がある一方で、一部の受入れ機関において、研修生が実質的に低賃
金労働者として扱われ、残業（研修時間外の活動）までさせられている事
例や、技能実習移行後においても賃金未払い、３６協定未締結等の問題事
案が発生しており、国内労働市場への悪影響も懸念される。この他、こう
した労働法規違反にとどまらず、なかには、暴力、セクシュアル・ハラス
メント等の人権侵害の事例もみられるところである。 
  

「研修中の問題事例」（新聞報道等の抜粋）

① 団体の理事長及び同族が経営する５社で、研修中に残業させたり、管理費2万～2万5千円を
研修手当から不正に控除していたケース（H17 縫製 団体監理型）

② 研修生に時間給100円で残業させ、非実務研修（座学）も内容・時間数が基準以下であった
ケース（H17 縫製 団体監理型）

③ 研修生に残業させ、強制的に貯金させていたケース（H17 縫製 団体監理型）

④ 当事者で合意の上、研修中に残業を行わせていたケース（Ｈ17 縫製 団体監理型）

⑤ 研修手当6万5千円、残業代3万円（残業代時給450円）で働いていたケース（研修生は来日
前に約100万円の借金）（Ｈ18 農業 団体監理型）

⑥ 送り出し機関が多額の保証金を徴収し、没収を恐れた研修生が不正な指示に従うケース（H18 農

業 団体監理型）

 
  また、法務省入国管理局における不正行為認定件数を見ると、平成１５
年から平成１７年の３年間で４８２件となっている。これを類型別に見る
と、 
①  名義貸し（本来の受入れ先とは異なる企業に研修生・実習生が派遣さ  
れているケース、いわゆる「飛ばし」） 

②  所定時間外の活動等 
③  研修・技能実習計画との齟齬（計画どおりの研修・実習が行われて 
いないケース） 

 等が多い。 
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不正行為認定件数

00.0%00.0%00.0%0準ずる行為の再発生第6類型

4145612計

63

11

53

192

96

236

146

30

計
（延数）

14.5%600.0%025.0%3不法就労者の雇用等第5類型

1.4%67.1%48.3%1問題事例未報告等第4類型

10.1%428.9%550.0%6人権侵害行為等第3類型

42.3%17512.5%783.3%10所定時間外活動等第2類型

8.9%3791.1%5166.7%8④虚偽文書の作成・行使

52.7%21826.8%158.3%1③名義貸し

25.6%10658.9%3358.3%7②研修・技能実習計画との齟齬

5.3%228.9%525.0%3①二重契約第1類型

第二次受入れ機関第一次受入れ機関

団体監理型
企業単独型不正行為認定の類型別内訳

（Ｈ15～17年の合計）

47017520887うち団体監理型

48218021092認定件数

合 計Ｈ17年Ｈ16年Ｈ15年

（法務省データ）

 
さらに、労働基準監督機関による実習生受入れ事業場に対する監督指導
結果によると、平成１７年の違反事業場数は７３１件（違反率８０．７％）
となっており、違反内容は法定労働時間に係る違反、割増賃金に係る違反
が多い。また、実習生に係る申告件数は１２６件と前年（４８件）に比べ
大幅に増加している。 
 

   このほか、ＪＩＴＣＯが平成１７年度に実施した巡回指導において、何
らかの改善すべき点を指摘した受入れ企業は４，１４１企業であり、指摘
内容としては、雇入れ時の健康診断の未実施、社会保険・労働保険の未加
入、賃金控除協定の未締結等が多い。 

 

0.5%26不適正なパスポート等の管理

全数に占める割合該当する企業数項 目

○不適正なパスポート等の管理状況

5.9%280労災保険未加入

17.2%822雇用保険未加入

19.0%906厚生年金保険未加入

18.9%903健康保険未加入

全数に占める割合該当する企業数項 目

○国の保険の未加入状況

0.7%34特殊健康診断の未実施

26.9%1,285雇い入れ時の健康診断の未実施

1.9%90定期健康診断の未実施

0.1%7就業制限業務免許等なし

0.2%8労働条件の書面による明示なし

1.4%68割増賃金の不適正な支払い

10.0%479賃金控除協定の未締結

5.3%254口座払いの同意書なし

全数に占める割合該当する企業数項 目

○賃金の支払い状況

1.2%55技能実習申請場所との不一致

0.3%12技能実習申請職種との不一致

全数に占める割合該当する企業数項 目

○技能実習の申請と実行の乖離状況

○巡回指導等実施企業及び団体 （ＪＩＴＣＯ）
平成17年度 5,945件 （うち訪問指導：4,770企業、87団体）

 
なお、平成１７年の実習生の失踪者数は１，２３６人であり、過去５年 
間で５千人を超える数となっているが、技能実習移行者数に占める割合は 
約４％にとどまっており、制度としては概ね３年間で帰国することが担保
されていると言える。 
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３．企業単独型と団体監理型の比較 
  研修生・実習生の受入れには、「企業単独型」と「団体監理型」の２つ
のタイプがある。「企業単独型」とは、日本の企業が海外の現地法人や合
弁企業、取引先企業の常勤職員を直接受け入れるものである。一方、「団
体監理型」は、事業協同組合等の中小企業団体、商工会議所、商工会等が
受入れ団体（第一次受入れ機関）となって研修生・実習生を受入れ、傘下
の中小企業（＝受入れ企業、第二次受入れ機関）において実務研修及び技
能実習を実施するものである。この「団体監理型」は、中小企業における
研修実施機会の拡大ニーズに応えるため、平成２年８月に導入された。 
  この２つのタイプについて比較すると、技能実習移行者の９５．４％が 
団体監理型による受入れであり、そのうち、事業協同組合等による受入れ
が約８割を占めている。 

団体監理型 （協同組合等が第一次受入れ機関となる

もの。主に中小・零細企業）

○研修生の要件
送出し国の国・地方公共団体からの推薦を受け、
かつ、日本で受ける研修と同種の業務に従事し
た経験のある者

○入国者数等
研修生49,430人（平成17年JITCO支援）
技能実習移行申請者数39,102人（計40,993人の
95.4％） （平成17年度）

○失踪者数
平成13～17年度 6,198人（4.0％）

企業単独型（主に大企業）

○研修生の要件
次のいずれか
・ 送出し国の現地法人・合弁企業の常勤職員
・ 引き続き１年以上又は過去１年間に１０億円
以上の取引実績のある取引先の常勤職員
・ 送出し国の公務員等

○入国者数等
研修生7,570人（平成17年JITCO支援）
技能実習移行申請者数1,891人（計40,993人
の4.6％） （平成17年度）
○失踪者数
平成13～17年度 121人（1.5％）

 一方、法務省入国管理局が認定した不正行為４８２件（平成１５～１７ 
年）のうち４７０件（９８％）が団体監理型であり、また、失踪者の割合 
も企業単独型が１．５％であるのに対し、団体監理型は４．０％となって 
いるなど、企業単独型に比べ、団体監理型で問題が多く発生している。特 
に団体監理型の中でも異業種の事業協同組合（異なる業種の企業で構成さ
れる事業協同組合）に所属する企業において問題が見られる割合が高い。 
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不正行為認定件数

技能実習期間中における失踪者数

470（98.0％）17520887うち団体監理型

482（ 100％）18021092認定件数

合 計Ｈ17年Ｈ16年Ｈ15年

４．０１５６，５５８６，１９８団体監理型

１．５７，８５６１２１企業単独型

Ａ／Ｂ×１００（％）
当該期間の技能実習生数※

（Ｂ）
失踪者報告数（Ａ）

（2001年度～2005年度）

（法務省データ）

（ＪＩＴＣＯデータによる）

 

技能実習移行申請企業（団体監理型）が所属する

団体の種別内訳

JITCO巡回指導で指摘のあった受入れ企業の属性（受入団体）別割合

技能実習移行申請企業が所属する団体
(研修時の第1次受入れ機関：全1116団体)の種別内訳

（ＪＩＴＣＯデータ）

（ＪＩＴＣＯデータ）

事業協同組合
（同一業種）
( 569) 51.0%

農協等
（65） 5.8%

訓練法人
（ 5） 0.4%

商工会等
（105） 9.4%

その他
（ 11） 1.0%

事業協同組合（異業種）
（316） 28.3%

公益法人
（20） 1.8%

公的機関
（25） 2.2%

協同組合（異業種）
42.0%

協同組合（同一業種）
32.9%

公益法人
10.4%

企業単独
1.7%

その他
3.4%

商工会等
2.8%

農協等
6.4%

職業訓練法人
0.3%

4,141  合 計

142その他

265 農協等

11 職業訓練法人

117 商工会等

1,741 協同組合（異業種）

1,363 協同組合（同一業種）

430 公益法人

72 企業単独

受入企業数受入機関の属性

 
４．ブローカー等の存在 
研修生・実習生の受入れに当たっては、企業単独型の場合は、受入れ対 
象が送出し国の現地法人・合弁企業等の常勤職員に限られており、いわば 
グループ企業間における従業員の異動であるため、基本的にはブローカー 
と呼ばれるようなあっせん機関が介在する余地はない。 
  一方、団体監理型においては、受入れ企業は独自に研修生を受け入れる 
ノウハウや送出し機関とのパイプを持たないことから、事業協同組合等の 
受入れ団体が研修生・実習生の受入れ窓口となり、送出し機関（送出し国 
政府の認定を受けた商事会社等）との連絡、調整を行っている。また、研 
修生・実習生本人の側も日本の受入れ団体・受入れ企業との連絡、調整は 
すべて送出し機関に委ねている。 

  このように、団体監理型においては、受入れ企業と研修生・実習生の間 
に国内においては受入れ団体が、国外においては送出し機関が介在する仕 
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組みとなっており、この受入れ団体や送出し機関の一部にあっせんによる
営利を目的として高額な管理費等を徴収しているケースや、受入れ団体、
送出し機関以外の第三者が、いわゆるブローカーとして仲介しているケー
スもあると言われる。 
このような受入れ団体や送出し機関等の存在は、制度の趣旨に反するだ
けでなく、受入れ企業の負担増や研修生・実習生に対する拘束的な研修や
労働の要因ともなっていることから、受入れ団体・送出し機関等の適正化
が必要である。 

団体監理型における受入れ費用※比較（受入れ企業業種別）
※研修期間・技能実習期間合わせて3年間の費用

9.1 9.1 18.2 15.4
39.4

76.2
55 54 34.9

86.7

36.2

91.1
46.5 49.6 42.4

25.7
33.2 42.8

52.8

24.5

65.4
19.9 94.7

35.5 24.9

92.3
146.1

69.6

71.9

133.8

20.7 63.5
23.1

62.7

34.5 40.4 31.1

27.4

42.4

29.2

48.5

311.3
319.3

307.6

291.4

320.5

325.6
265.9

102.2
116

93

64.5

101.9

114

230.1

60

59.3

41.9

46.1

67.2

64.4

21.9

59

43.6

49.5

49.5

20.6

73.3

120

0

100

200
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400
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600

700
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900

団体 企業 団体 企業 団体 企業 団体 企業 団体 企業 団体 企業 団体 企業

全体平均 異業種型 単一業種 繊維製品製造業 繊維以外の製造業 建設業 農業・漁業

送出し
管理費

受入れ
管理費

実習生賃金

技能実習
期間費用

研修手当

研修期間
費用

帰国・共通
費用

入国前
費用

平成17年
経済産業省委託調査より

【送出し機関の実態】

ＪＩＴＣＯと送出し国政府窓口との間において協力体

制に関する文書（Ｒ／Ｄ）を締結しており、各国政府窓口

は適切と認められる送出し機関を認定している。

（中国の例）

中国の認定送出し機関は、①商務部管轄の中日研

修生協力機構に加盟するもの（１８２機関）と、②国家

外国専家局が認定するもの（８団体）の２種類がある。

また、研修生・実習生に対するケア、送出し管理費

の徴収や新規受入れ団体・企業の開拓等を目的と して、

日本国内に駐日事務所を設置している送出し機関も多

い。（①４４機関、②６機関）

この他、認定送出し機関が関与せず、地方自治体等

の地方組織が直接研修生を送り出すケースがある。

（万円）

Ⅱ 適正化に向けた取組 
  このような不適正な事案の増加を受けて、関係行政機関及びＪＩＴＣＯ
においては制度の適正化に向けた取組を強化しているところである。 
  まず、ＪＩＴＣＯにおいては、制度の適正かつ円滑な推進を図ることを 
目的として、受入れ団体・企業に対する総合的な支援、研修生・実習生に 
対する相談援助のほか、研修・技能実習の実効性を確保するため、受入れ 
団体・企業に対する調査、巡回指導等を実施している。 
  この巡回指導については、年間約６，０００件実施しているが、平成１ 
９年度においては７，３００件（全受入れ企業の約半数）に増やす予定で 

 ある。また、平成１８年度においては、労働関係法令の遵守状況を中心と 
した自主点検を、すべての実習生受入れ企業（１４，５００企業）及び受 
入れ団体（１，１８０団体）を対象に実施した。ＪＩＴＣＯにおいては、 
自主点検結果を踏まえ、未回答企業及び問題があると認められた企業への 
巡回指導を実施し、それらの結果を労働基準監督機関に提供しているとこ 
ろである。 

  また、労働基準監督機関においては、実習生についての労働基準関係法
令の遵守徹底を平成１９年度の重点施策の一つに掲げ、ＪＩＴＣＯから 
提供された情報も踏まえ、実習生の労働条件の履行・確保上、問題がある 
実習生受入れ事業場に対する監督指導を実施している。 
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  さらに、出入国管理機関（入国管理局）においても、積極的に受入れ団
体・企業に対する実態調査を行い、入管法令等に照らして「不正行為」に
当たると判断した場合は、新規受入れを３年間停止するなど、厳格な対応
を行っている。 

  なお、平成１８年６月からは、出入国管理機関と労働基準監督機関との 
新たな相互通報制度が設けられたところであり、こうした連携により適正 
化に向けた取組の強化を図っている。 

 

○ JITCOによる全受入れ機関に対する自主点検の実施等
・労働関係法令の遵守状況を中心にした自主点検を、すべての技能実習生受入れ企業（14,500企業）及び受入れ団体
（1,180団体）を対象とし、JITCOを通じて平成18年9月に実施。（回答率74％）

・JITCOにおいて、自主点検結果を踏まえ、未回答企業及び問題があると認められた企業への巡回指導等を平成18年12
月より実施し、それらの結果を労働基準監督機関に提供している。

○ JITCOを通じた巡回指導の強化。
・平成19年度巡回指導件数を増加し、7,300企業（全受入れ企業の約半数）に対して予定。（前年度比1,300件増）

○ 出入国管理機関による調査等

・受入れ団体・企業に対する実態調査を行い、入管法令等に照らして「不正行為」に当たると判断した場合は、新規受入れを
３年間停止するなど、厳格に対応。

・労働基準監督機関との間に新たに設けた相互通報制度を適切に運用。

○ 労働基準監督機関による監督指導等の実施

・労働基準監督機関においては、JITCOから提供された情報も踏まえ、技能実習生の労働条件の履行・確保上、問題が
ある技能実習生受入れ事業場に対する監督指導を実施。

・出入国管理機関との間に新たに設けた相互通報制度を適切に運用。

［適正化のための当面の対応］

 
Ⅲ 現行制度の評価と見直しの方向性 
  現行制度については、技能移転を通じた国際協力を目的としているにも 
かかわらず、上記Ⅰの２にあるように、一部において研修生・実習生が実 
質的に低賃金・単純労働者として扱われ、人権侵害等の問題も生じている。 
他方、現行制度の対象職種・在留期間等が、国内における産業・企業の受
入れニーズに十分応えるものになっていないとの指摘もある。 
  このような中、現行制度は制度目的が形骸化しているとして、これを一 
旦廃止した上で、新たな労働力受入れの仕組みを創設すべき、との意見も 
ある。 

 
  しかしながら、これまで受入れを行ってきた団体・企業の中には、制度
の趣旨に則った適正な研修・実習が行われているものも少なくない。研修
生・実習生の帰国後の状況を見ても、職場の主任や責任者に登用され、技
術指導や品質管理を任されたり、日本企業との取引・交渉担当者に抜擢さ
れるなどの例が報告されている。 
また、現行制度は、研修・実習としての性格を担保するため、以下のよ
うな仕組みを設けており、それによって、上記の例に代表されるように一
定の実習の実効性や管理に係る効果をもたらしていると考えられる。 
 ① 職種の設定に当たって、同一作業の反復によって修得できる技術・技  
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能等（単純作業）ではないこと、公正な評価制度を設けることを前提条  
件としていること。 
② 受入れ企業は、修得技能の目標と修得方法等に関する研修計画・技能    
実習計画の作成・履行が義務づけられているとともに、研修から技能実   
習に移行する際には、研修生は公正な技能評価試験に合格することが条  
件となっていること。 

 ③ 研修期間当初に、日本語、日本の生活習慣等を教育することにより、
その後の技術・技能の修得や日本での生活面への適応が円滑に図られる
仕組みとなっていること。 

 ④ 研修期間中は、受入れ団体が受入れ企業に対する研修の適正実施に係  
る指導、監査等の監理責任を負うとともに、ＪＩＴＣＯにおいて、技能  
実習計画等の履行を担保するための巡回指導、相談・援助を相当の頻度
で行っていること。 
このほか、現行制度は、次のような点で研修・実習制度として仕組まれ  
ていることによって、定着を避け、一定期間で帰国することが、ほぼ実現
（期間内の帰国率９６％）できている。 

 ① 修得した技能を母国に移転するため、国内の労働力需給動向にかかわ  
らず、研修・技能実習合わせて最長３年で必ず帰国する仕組みとなって  
いること。 

 ② ３年の年限を限って研修・技能実習を受け、帰国することが予定され  
ているため、家族滞同を認めていないこと。 
③  行政機関による監督以外に、技能実習計画等の履行を担保するため、  
ＪＩＴＣＯによる巡回指導等が相当の頻度で行われていること。 
 
さらに、近年、アジア諸国との経済連携が強まる中で、アジア諸国の若 
者を単なる労働力として受け入れるのではなく、来日した労働者に技能を
付与し、帰国後その成果を活かしてもらうことにより、これらの国の技術
向上に寄与するという制度の趣旨は、今後、益々重要になるものと考えら
れる。 
 

  したがって、こうした技能実習制度のメリットを考えると、現行制度に 
ついて、技能移転を通じた国際協力という目的は今後とも維持した上で、 
一部に見られる劣悪な労働環境・実習環境の改善を図りつつ、技能移転の 
実効性を一層高めるための措置を講ずる方向で制度の見直しを行うことが 
適当である。 
 

Ⅳ 各論（制度の課題と対策） 
１．｢実務研修｣中の研修生の法的保護の在り方 
   研修の実態を見ると、日本語教育等を中心とした「非実務研修」（座学、
概ね４ヶ月（うち集合研修１ヶ月））終了後、多くの受入れ企業において｢実



 12

務研修｣（概ね８ヶ月）が行われている。この実務研修においては、実際に、
生産現場での生産活動、販売、サービス業務等に携わりながら、技術・技
能、知識を修得することとなる。 

   この期間中、研修生は報酬を受ける活動が禁止されており、制度上「労 
働者」ではない。したがって、研修生には通常「研修手当」が支払われる 
が、これは賃金ではなく、法務省の指針において「生活する上で必要と認
められる実費の支給」という位置付けとなっており、その支給額は月６～
７万円が最も多くなっている。 
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平成17年JITCO支援の外国人研修生の研修手当の支給金額状況
JITCO支援研修生の研修手当の平均額は、65,979円であり、団体監理型の平均は63,423円、企業単独型の平均は82,684円。

 

  一方で、上記Ⅰの２のように、受入れ企業の中には、研修制度を悪用し
て、実務研修中の研修生を実質的に低賃金労働者として扱い、残業（研修
時間外の活動）までさせている例が見受けられる。この点は、規制改革・
民間開放推進に関する第３次答申においても指摘され、｢実務研修中の研修
生の法的保護を図るために必要な措置を講ずるべきである。」とされてい
る。 

  「研修」の法的位置付けは「労働」ではないことから、｢実務研修」の実
施に当たっては、｢労働」と明確に区別する必要がある。判例や労働基準法
の解釈を踏まえると、｢研修」を「労働」と区別するための指標として、①
研修が教育の目的でのみ行われること、②研修計画を定め、それに従って
行われること、③研修と関係のない作業、事務その他の雑用に使用されな
いこと、④教育効果が実現されること等が挙げられる。 
  しかしながら、｢実務研修」については、生産現場で実際に商品の生産等 
に従事することから、外見上はその活動が「研修」なのか、資格外活動で
ある「労働」なのか明確に区別し難い場合が多い。特に、組織的な労務管
理体制が不十分な中小零細企業（団体監理型による受入れ）において、｢労
働」とならないよう「研修」の性格を担保することは困難な実態がある。 

  また、現行の労働関係でない「研修（１年）」＋労働関係のもとに実施
される「技能実習（２年）」については、実態的にも、意識の上でも、「実
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務研修」から「技能実習」まで一連のものとして捉えられている。 
 
  したがって、こうした実態を踏まえ、かつ、研修生の法的保護の実効性
を図るためには、｢研修（１年）」＋｢技能実習（２年）｣について、これを
統合し、最初から雇用関係の下での最長３年間の実習として法律関係を明
確にした上で、労働関係法令の適用を図ることとし、入管法上においても、
技能実習に係る新たな在留資格を設けることが適当である。 

1
年

２
年

座
学

実
務

安
全
衛
生
・日
本
の
生

活
習
慣
等
の
講
習

入国

技能検定基礎2級レベル試験

（在留資格「研修」から
「特定活動」に変更）

入国

技能検定基礎2級レベル試験

実習成果の評価

３
年

技
能
実
習

帰国

（雇
用
関
係
の
下
で
の
実
習
）

研
修

帰国

技
能
実
習

（雇
用
関
係
の
下
で
の
実
習
）

一定レベルの日本語
能力を入国要件とする。

 
  この場合には、実習生と受入れ企業との間において、当初から雇用契約 
を締結し労働関係に入ることになり、次のように、制度面で実習生の募集・
あっせんのあり方や実習のあり方を見直すことが必要である。 
第一に、最初から雇用関係の下での実習とすることにより、入国後のト
ラブルを防ぐ措置についての検討が必要である。まず、実習生のあっせん
行為について職業紹介事業の許可又は届出が必須の条件となり、実習生の
募集に当たっては、職業安定法上労働条件等の明示が義務づけられる。こ
れに加えて、労働基準法上の労働条件明示義務や、明示された労働条件と
事実が相違する場合の契約解除及び帰郷旅費負担義務の履行を担保する方
法についても検討する必要がある。また、実習生に応募する者に実習先に
係る情報を与えるため、受入れ企業の技能実習計画、技能評価試験の受験
率・合格率等実習の内容や実施機関の質に係る事項等を入国前に明示させ
ることも検討する必要がある。 

  第二に、具体的な制度設計については、実習の円滑な実施が可能となる
よう、次のような考え方に基づき設計を行う必要がある。 
 ① 最初から雇用関係の下での実習となるため、技能修得の実効性や安全  
衛生の確保の観点から、実習生については入国前に一定レベルの日本語  
能力を有していることを要件とすることが必要である。ただし、送出し  
国における日本語の普及状況等を勘案し、当面は、現行制度と同様に入  
国後に一定の日本語を修得することとし、入国前に一定の日本語レベル  
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に到達している場合は、これを免除するといった仕組みにすることが適  
当である。 

 ② 最低限の安全衛生教育、日本の生活習慣、職場において必要な日本語  
教育については、現行制度と同様に、受入れ当初の段階で受入れ団体の
責任において実施することが必要である。 

  
  なお、上記のような｢研修」＋「技能実習」についての整理以外に、技能
実習には移行せず「研修」のみで１年以内に帰国する場合についての取扱
いが課題として残る。｢研修」のみで１年以内に帰国する場合にも、ほとん
どの場合「実務研修」が行われており、｢実務研修中の研修生の法的保護を
図る」べき必要性に変わりはない。したがって、｢研修」のみの場合につい
て、今後、労務管理上「研修」と｢労働」の区別が明確に出来る体制の有無
などを踏まえ、その法的関係の整理と受入れ体制の明確化も併せ、その取
扱いを検討することが必要である。 

   

「研修」の位置づけについて

新「技能実習」に統合
「研修」＋「技能実習」

（最長3年）

「実務研修」

を伴うもの

検討が必要

「座学研修」

のみ
「研修」

（1年以内）
のみ

見直し案現行

 
 
２．技能実習の実効性の確保 
  制度の形骸化が指摘される中で、制度目的である技能移転が確実に行わ 
れるよう、実習の実効性を確保することが求められている。 

 
（１）技能移転の実効性の確保 
 （制度上の問題点） 
   現行制度上、実習生が労働力としてのみ活用されることを防ぎ、技能  
移転の実効性を確保するため、受入れ企業に対し、修得技能の目標、修  
得方法等を記載した技能実習計画の作成とその履行が義務づけられてい  
る。これを受け、ＪＩＴＣＯにおいては、技能実習移行申請時に計画の  
内容を審査・評価し、併せて、実習指導の担当者（指導員）の配置状況  
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等指導体制も確認することとしているが、制度上は、指導員の配置は義  
務づけられていない。 

   また、現行の技能実習の対象職種・作業範囲については、評価制度が  
整備されている職種・作業に限定されていることから、実習生の幅広い  
技能の修得や、効果的なＯＪＴが十分にできない状況にある。 

   さらに、研修・技能実習の成果については、研修から技能実習移行時
に技能検定基礎２級レベルの試験に合格することが要件とされている
が、技能実習終了時の技能レベルについては、技能検定３級レベルが到
達目標として設定されているものの、実習終了時の評価試験は義務づけ
られていない。受験を奨励するためにＪＩＴＣＯが報奨金を支給してい
るが、技能実習終了時の３級レベル試験受験率は０．７５％であり、実
習成果の評価ができる状況となっていない。 

 

技能実習制度における実習終了時の評価試験受験者数の推移
技能実習終了時の技能検定3級レベル試験受験率は、0.75％ ※JITCOデータ

27,23322,99722,268前々年度の移行申請件数（C）

91.2%91.7%91.4%
技能検定３級レベル合格率

（A／B)

１８７
（２４）

１５５
（２５）

９６
（１５）

技能検定３級レベル合格者数（B)
カッコ内数字はJITCO認定評価

システム受験者数

0.75%0.73%0.47%技能検定３級レベル受験率
（A／C）

２０５
（２４）

１６９
（２５）

１０５
（１５）

技能検定３級レベル受験者数（A)
カッコ内数字はJITCO認定評価

システム受験者数

２００５年度２００４年度２００３年度

 
   このほか、実習生の帰国後の就職状況等技能移転の実態については、
ＪＩＴＣＯが毎年１カ国に対しフォローアップ調査を実施するほか、帰
国生のネットワーク化や同窓会の設立を推進しているが、全体として、
状況の把握は部分的なものにとどまっている。 

  
（実効性確保に向けた見直し方針） 
   こうした状況を踏まえると、実習の実効性の確保と成果の評価を進め
るためには、制度の見直しが不可欠であり、今後、次のような点を踏ま
え、具体的な制度設計を行う必要がある。 

  ① 技能の修得について適正に実習指導が行われることを担保するた
め、技能実習計画の記載内容については、例えば、各段階の技能の修
得目標とそのために実施する作業内容、時期を明記させる等より具体



 16

的なものとするとともに、実習指導員の配置を制度上義務づける。 
  ② 技能実習の対象職種・作業範囲については、製造業の生産現場にお   

いて多能工化が進んでいることを踏まえ、対象職種・作業に限定せず、   
例えば、関連する複数職種について実習することを可能とし、評価制   
度（試験）については中心となる対象職種について整備されていれば   
よいこととする。 

  ③ 現行制度においては、実習に移行する前に研修成果を評価するため   
に技能検定基礎２級レベル試験の受験を義務づけている。こうした仕   
組みは実習が確実に行われていることの確認や実習生本人の緊張感の
維持の観点からも必要であることから、新たな制度においても１年経
過時の技能検定基礎２級レベルの受験を引き続き維持する。 

  ④ 現行制度では、技能実習終了時（３年経過時）の評価は義務づけら   
れていないが、実習生本人の実習成果を確認するとともに、制度全体   
の政策評価を行う観点からも、実習終了時の評価が重要であり、これ
を義務づける必要がある。ただし、その場合の評価方法については、
必ずしも技能検定試験等に限ることはなく、評価の実施体制、受入れ
企業の実態等を踏まえて、実行可能な仕組みとする。 

    なお、技能検定３級レベル試験の受験率・合格率は、受入れ企業の   
実習実施機関としての評価につながることから、前述（Ⅳの１）のよ   
うに、実習生募集時に受験率・合格率の明示を義務づけることは、受   
験奨励の観点からも有効である。 

    さらに、今後の検討課題として、帰国後の再就職状況、技能移転の
状況等をより確実に把握する方法についても、送出し国の協力を得な
がら、検討を進めることが必要である。 

 
（２）受入れ人数・実習体制 
   受入れ企業の実習体制を見ると、研修生・実習生の数が日本人従業員  
の数を大きく上回っていたり、事業主以外はすべて研修生・実習生とい
った例も見られる。こうしたケースにおいては、多くの場合、実習指導
の担当者がいないか不明確な上、日本人と研修生・実習生の業務内容が
分離され、ＯＪＴ効果が乏しく、適正な実習が困難な状況にあると考え
られる。 
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［研修生の受入れ人数枠］
・ 研修生の新規受入れ人数は、入管法に基づく基準省令において、受入れ企業の常勤職員の５％までと規定されている。
団体監理型については、受入れ枠が緩和されており、３～５０人以下の企業では毎年研修生3人まで新規受入れ可能である。
つまり、日本人従業員が３人いれば、研修生・実習生合わせて３年間で９人まで受け入れられる。また、実習生は常勤職員
数にカウントする取扱いになっているため、２年目以降は日本人がいなくても受入れが可能である。

研
修
生

技
能
実
習
生

1年目 2年目 3年目

日
本
人

【研修生受入れ人数の上限】

入管法に基づく基準省令において、受入れ企業の常勤職
員１／２０と規定されている。
また、基準省令第6号の特例告示においては、団体監理型
の研修生の受入れ人数枠について、それぞれ受入れ企業の
常勤職員数に従い上限が規定されている。

２人以下農業を営む組合員
農業協同組合、農業技
術協力を行う公益法人

C

３人５０人以下

６人５１人以上１００人以下職業訓練法人
（社団法人）

１０人１０１人以上２００人以下中小企業団体

１５人２０１人以上３００人以下商工会義所、商工会

B

職業訓練法人
（財団法人）

民法第34条による社団・
財団法人

常勤職員の
５％以内

企業単独型

A

研修生の
人数枠

受入れを行う企業等の
常勤職員数

第1次受入れ機関
区
分

団体監理型における中小企業団体（B区分）傘下企
業における受入れ人数のシミュレーション（従業員３
～５０名の企業における受入れのケース）

 
 

 

［JITCO自主点検結果］
受入れ企業の従業員に対する研修生、実習生の割合

・全従業員（研修生・実習生を含む）に占める研修生・実習生の割合は平均４０．２％であるが、一部の受入れ企業では、
この割合が７０％を超えている。

Ａ Ｂ Ｃ Ｄ

Ａ Ｂ Ｃ Ｄ

Ａ Ｂ Ｃ Ｄ

Ａ Ｂ Ｃ Ｄ

Ａ Ｂ Ｃ Ｄ

Ａ Ｂ Ｃ Ｄ

Ａ Ｂ Ｃ Ｄ

Ａ Ｂ Ｃ Ｄ

0% 20% 40% 60% 80% 100%

その他(1424企業）

機械・金属（1912企業）

繊維・縫製（3645企業）

食品製造（926企業）

建築（718企業）

漁業（81企業）

農業（1267企業）

全体(9975企業）

Ａ：0＜X≦0.3

Ｂ：0.3＜X≦0.5

Ｃ：0.5＜X≦0.7

Ｄ：0.7＜X

Ｘ＝

(研修生＋実習生）

（研修生＋全従業員（実習生含む））

（ＪＩＴＣＯ自主点検結果より）

 
    実習の実効性を確保するためには、実習指導の担当者を明確にした上  
で、日本人と実習生を分離せず、日本人従業員とともに業務に就きなが  
ら随時技能を実習できる体制が望ましい。そのためには、日本人従業員  
と実習生の割合を含め、受入れ人数のあり方について、次の点を中心に
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今後検討課題としていくことが必要である。   
  ① 現行制度上、新規受入れ（フロー）の人数枠の算定に当たり、２年

目以降の実習生を常勤職員数（分母）にカウントする取扱いとなって
いること。 

  ② 現行制度上、従業員数に占める実習生の総数（ストックの割合）に
ついては制限がないこと。 

   なお、制度全体としても、創設から１４年余りを経過し、研修生・実  
習生の数が大幅に増加している。特に近年は、繊維・衣服（縫製）を中  
心に急増しており、我が国の労働市場において無視できない存在となっ  
ていることから、上記のような受入れ企業単位の人数枠の在り方に加え  
て、受入れ人数の総枠をコントロールすることなど、労働市場への影響
を考慮する方法についても中長期的な課題として検討していく必要があ
ろう。 

 
（３）受入れ団体の役割・責任 
   現行制度上、研修中は受入れ団体（第一次受入れ機関）に監理責任（受  
入れ企業に対する研修の適正実施に係る指導、監査等）があるが、技能  
実習中については受入れ団体に監理責任がなく、実習の実施責任は受入  
れ企業に委ねられている。 

   このような中、受入れ企業の一部においては、計画どおりの実習が行  
われていなかったり、申請と異なる職種・場所で実習を行っているケー  
スや、賃金未払い等の法令違反も見られる。 

「技能実習中の問題事案」（新聞報道等の抜粋）

① 技能実習生11人に対する残業代（総額800万円）が不払い・賃金額も最低賃金未満の月額6万円であったケース
（H18 縫製 団体監理型）

② 実習生の時間外割増賃金の不足、管理費2万～2万5千円を賃金から不正に控除していたケース（H17 縫製 団

体監理型）

③ 中国人実習生８人が、月額賃金が４万５千円～５万円と最賃法違反で労基署に申告したケース（H18 縫製
団体監理型）

④ 実習生が組合理事長からセクハラを受けたとして理事長を提訴したケース （H18 異業種 団体監理型）

⑤ 自動車関連の２次-３次下請け会社２３社が、ベトナム人実習生に対し、月額１２万２千円、残業代450円の統一賃
金を定め、最賃法や労基法違反で労基署から是正勧告を受けていたケース（Ｈ１８ 異業種 団体監理型）

⑥ 中国人実習生３人が残業代不払いを労基署に申告、その他①年間休日は10日前後、残業は月200時間、②パス
ポートや預金通帳は会社管理、③終業後も１－２時間の内職の訴えがあったケース（H18 縫製 団体監理型）

 
   したがって、実習の実効性や労務管理体制を確保する観点から、受入  
れ団体が、技能実習中において、受入れ企業の実習を補完するとともに、  
受入れ企業に対する実習の適正実施に係る指導、監査等の監理責任を負  
うこととすることが適当である。  
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   また、受入れ団体の中には、研修生・実習生の受入れによる営利のみ   
を目的として事業協同組合等（特に、異業種の事業協同組合）を設立し、
ブローカー的に高額な管理費等を徴収しているケースがあると指摘され
ている。 

   本来、研修生・実習生を受入れ、的確な実習を実施するためには、一
定の事業基盤が確立し、事業活動を適正に実施している実績が必要であ
る。また、不正行為認定を受けて研修生の新規受入れを停止された受入
れ団体が、別の団体を新たに創設して脱法的に受入れを継続するケース
もあると言われる。 

   したがって、営利のみを目的とした受入れ団体の新設と脱法行為の防  
止を図る観点から、受入れ団体について、本来の事業協同組合等として  
の一定期間以上の活動実績（例えば、不正行為認定を受けた場合の新規  
受入れ停止期間と同期間）を要件とすることなどにより、悪質な受入れ
団体を排除することが必要である。 

 
３．同等報酬要件の実効性の確保 
  制度上、企業が実習生を受け入れる条件として、実習生について、｢日本
人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること（同等報
酬要件）｣が要件として課されているが、実習生に支払われる予定賃金の水
準をみると、概ね最低賃金レベルに止まっている（支給予定賃金（基本給）
の平均は１１．８万円）。また、単純な比較はできないものの、実習生の
賃金額（基本給＋諸手当）の平均がパートタイム労働者を含めた日本人の
それをかなり下回っている（日本人１５．８万円、実習生１４．２万円）。 

（ＪＩＴＣＯデータなどより）

万円

（注）
初任給＝所定内給与額－（超過労働給与額）－（通勤手当） （平成１７年）
最低賃金（全国平均推計）＝最低賃金加重平均値（時給６７３円）

×８（時間）×２２日 （平成１８年）

11.8万円 11.8万円

15.3万円
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平成17年度技能実習移行申請者への支給予定賃金（基本給）の
水準

受入れ企業における技能実習生に対する賃金支払額等について

（ＪＩＴＣＯ自主点検結果より）

157

190

150

129
142 137

125

168

134

158

201

137

124

193

0

50

100

150

200

250

全
体

農
業

建
築

食
品

繊
維

機
械
・加
工

そ
の
他

賃金支払額（技能実習生）

賃金支払額（日本人労働者）

※ 日本人労働者の支払賃金額は、受入企業において、技能実習生と同様の職
務に就いている日本人労働者、同じ職務についている者がいなければ、基本給
が最も安い日本人労働者について回答を求めた。

※※ 有効回答数は、技能実習生については10,292企業、日本人労働者については、
8,909企業。

（千円）

 
  受入れ企業の一部には、人件費の削減を目的として、あえて日本人を採 
用せず、実習生を低賃金労働力として悪用しているケースもみられ、国内
労働市場への悪影響が懸念される。 

  しかしながら、同等報酬要件については、職種別労働市場の形成されて
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いない我が国において、年齢、職種、技能レベル等が異なる労働者につい
て何をもって同一労働とみなすかが難しいことに加え、実態として比較対
象となる日本人労働者がいない場合にはこの要件は機能しない。 
 
  したがって、同等報酬要件については、いきなり、その適用の可否を審 
査する前に、その判断の前提となるガイドライン（目安）（例えば、都道
府県別高卒初任給平均額等）を設定し、実習生の賃金が目安に照らし著し
く低い場合には、ＪＩＴＣＯ等が同等報酬要件の遵守状況を調査し、必要
な措置を講ずる等チェックできる仕組みを検討すべきである。 
 
４．より高度なレベルの技能実習 
  使用者団体や受入れ団体から、いったん帰国した実習生の再入国による 
実習（再技能実習）の要望が出されている。 

  しかしながら、再技能実習については、一般にトータルの滞在期間が長 
期化することによる失踪・定住化のおそれがあること、長期（５年以上） 
に渡って家族の呼び寄せを制限することは人権上の問題が生じるおそれが 
あること、現行の技能実習制度において、団体監理型を中心に、技能移転
の実効性や労働条件の確保などの問題点が指摘され、その適正化が求めら
れている実態があること等を踏まえてその是非を判断する必要がある。 

    具体的には、団体監理型については、①不正行為（９８％が団体監理型） 
や失踪者の割合が高い（４％、企業単独型は１．５％）実態にあること、 
②内外のブローカーが介在し、あっせん経路が不明確な問題や、高額な管
理費等を徴収するケースがあるなどの問題を抱えていること、③帰国後の
技能移転状況が、送出し国においてほとんど把握されていないこと、など
を踏まえると、まず、実習制度本来の姿として、現行制度の適正化と技能
移転効果の確認を進める必要がある。 

  これに対し、｢企業単独型」については、受入れの対象が送出し国の現地 
法人・合弁企業等の常勤職員に限定されていることから、概ね技能移転や
適正化が図られ、失踪率も低い実態にある。 

  したがって、この問題については、｢企業単独型」に限り、現地法人にお
ける更なる技能向上のためなど個別の審査により必要性が認められる場合
には、再技能実習を認めることが適当である。 
この場合、再技能実習については、技能検定２級レベルを到達目標とし、 
技能移転のため必ず帰国することを前提として、期間については、次のよ
うな理由から、２年の実習とすることが妥当である。 
① 初回の技能実習の経験があること。 
② 送出し国において同一職種の経験をさらに積んでくること。 
③ 家族滞同を制限する期間が通算して長期に渡ることのないよう人権上
の配慮が必要であること。 
なお、この場合であっても、再技能実習を適正に進める観点から、例え 
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ば、次のように、技能移転の趣旨が十分図られていること、再技能実習生、 
受入れ企業ともに優良な成績であること等を要件とすべきである。 
 ① 帰国後一定期間（例えば、３年）以上経過し、その間、技能移転を行  
っていること。 

 ② 初回技能実習終了時に技能検定３級レベル試験に合格していること。 
 ③ 受入れ企業についても技能実習終了時の技能検定３級レベル試験の受
験率・合格率が高いこと。 

技能実習終了し帰国
（技能検定3級レベル合格）

到達レベル：
技能検定2級レベル

再
技
能
実
習

母国にて
修得技能に
よる活動

2
年

一
定
期
間

企
業
単
独
型
の
み

例えば、下記のような要件を踏まえた上で、定住につながらな
いこと等を個別に審査し、受入れの可否を判断

・ 実習生は、初回実習終了後、必ず帰国し、帰国後一定期間
（例えば３年）以上経過、かつ、その間技能移転を図っている
こと

・ 実習生は、初回技能実習終了時に技能検定3級レベルに合
格していること

・ 受入れ企業について実習終了時の評価試験（技能検定3級レ
ベル）の合格率が高いこと

※ なお、現行の「研修」においても、個々に審査し合理的な事
情があるときは、「再研修」が認められている。

初
回
技
能
実
習

3
年

入国

帰国

再入国

帰国

 

 
５．受入れ機関・送出し機関のあり方（ブローカー対策を含む） 
  上記Ⅰの２で述べたように、一部の受入れ機関において不正行為等の問
題事案が発生している。また、上記Ⅰの４で述べたように、ブローカー等
の存在は、制度の趣旨に反するだけでなく、受入れ企業の負担増や実習生
に対する拘束的労働の要因ともなっている。したがって、次のような方向
で、受入れ機関・送出し機関の適正化を図ることが必要である。 

 
（１）受入れ企業 
   一部の受入れ企業において、名義貸し、研修時間外の活動等の不適切
な研修が行われていたり、実習移行後においても、労働基準法違反等の
問題事案が発生している。 
これらの不適正な事案を排除していくためには、ペナルティを強化し
ていくことが必要であり、不正行為を行った受入れ企業に対する規制（現
行では、３年間の新規受入れ停止）について、例えば、受入れ停止期間
を５年以上に延長するなど、厳格化することが必要である。 
〔参考〕 

    有料職業紹介事業・一般労働者派遣事業の許可が取り消された場合、５年間は再

許可を得ることができない。 
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（２）国内の受入れ団体 
   受入れ団体は、多くの場合、企業から手数料や受入れ管理費を徴収し
ており、後者の内訳としては、研修生の募集・選考に要する費用、集合
研修に要する費用、受入れ企業に対する指導・支援に要する費用等が挙
げられるが、具体的な金額は個々の受入れ団体が決定している。（平成
17年経済産業省委託調査よると１人当たり月平均２．８万円） 

   受入れ団体の中には、不当な仲介手数料や必要以上に高額な受入れ管  
理費を徴収するケースもあるとされるが、上記Ⅳの１のように最初から
雇用関係の下での実習とすれば、実習生のあっせん行為について職業紹
介事業の許可又は届出が必須の条件となり、紹介に係る手数料は透明化
される。他方、受入れ管理費については、職業紹介に係るものではない
ため、別途、その使途を、透明化しチェックしていく仕組みを検討する
必要がある。 

 
   また、不正行為等の問題も団体監理型において多く発生しており、特  
に最近は、一部の異業種の事業協同組合において営利を目的として組合
を設立し、ブローカー的に高額な管理費等を徴収するケースも見られる。 

  

技能実習移行申請企業（団体監理型）が所属する

団体の種別内訳

JITCO巡回指導で指摘のあった受入れ企業の属性（受入団体）別割合

技能実習移行申請企業が所属する団体
(研修時の第1次受入れ機関：全1116団体)の種別内訳

（ＪＩＴＣＯデータ）

（ＪＩＴＣＯデータ）

事業協同組合（同一業種）
( 569) 51.0%

農協等
（65） 5.8%

訓練法人
（ 5） 0.4%

商工会等
（105） 9.4%

その他
（ 11） 1.0%

事業協同組合（異業種）
（316） 28.3%

公益法人
（20） 1.8%

公的機関
（25） 2.2%

協同組合（同一業種）
32.9%

協同組合（異業種）
42.0%

公益法人
10.4%

企業単独
1.7%

その他
3.4%

商工会等
2.8%

農協等
6.4%

職業訓練法人
0.3%

4,141 合 計

142その他

265 農協等

11 職業訓練法人

117 商工会等

1,741 協同組合（異業種）

1,363 協同組合（同一業種）

430 公益法人

72 企業単独

受入企業数受入機関の属性

 こうした不正行為を行った団体に対しては、ペナルティを強化してい
くことが必要であり、例えば、不正行為を行った企業に対するペナルテ
ィ強化に併せ、受入れ停止期間を５年以上に延長するなどの厳格化を図
る必要がある。併せて、前述したように、受入れ団体について、本来の
事業協同組合としての事業実績要件を課すること等により、悪質な受入
れ団体の排除を図っていくことが必要である。 

 
（３）国外の送出し機関 
   送出し機関は、多くの場合、受入れ団体及び受入れ企業から送出し管
理費を徴収しており、その送出し管理費の内訳としては、研修生の選抜・
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選考に要する費用、日本語教育等の事前研修に要する費用、研修生・実
習生に対する相談・支援に要する費用等が挙げられるが、具体的な金額
は送出し機関と受入れ機関の契約により決定されている。（平成 17年経
済産業省委託調査よると、１人当たり月平均 3．3万円、受入れ団体と受
入れ企業で分担） 

   送出し機関によっては、必要以上に高額な送出し管理費を徴収する  
例があるとされる。 

  

【送出し機関の実態】
ＪＩＴＣＯと送出し国政府窓口との間において協

力体制に関する文書（Ｒ／Ｄ）を締結しており、各国
政府窓口は適切と認められる送出し機関を認定し
ている。

（中国の例）
中国の認定送出し機関は、①商務部管轄の中

日研修生協力機構に加盟するもの（１８２機関）と、
② 国家外国専家局が認定するもの（８団体）の２

種類がある。
また、研修生・実習生に対するケア、送出し管

理費の徴収や新規受入れ団体・企業の開拓等を
目的と して、日本国内に駐日事務所を設置してい

る送出し機関も多い。（①４４機関、②６機関）
この他、認定送出し機関が関与せず、地方自治

体等の地方組織が直接研修生を送り出すケース
がある。

送り出し側の問題：保証金等の事例
JITCOフォローアップ調査結果（中国：対象63人）

保証金納入状況（対象63人）

納入者のうち保証金の返還状況（対象49人）

03（6.2%）0（0％）46（93.8％）（人）

無回答返還されなかった一部返還された全額返還された

27人（42.9%）22人（34.9%）

送出し機関送出し企業 ０14人
（22.2％）

49人（77.8%）

無回答不納納入あり

 
    また、送出し機関の多くが、失踪防止等を目的として、本人から保証

金（１５万円～３０万円と言われる）や違約金を徴収したり、身元保証
人を求めたりしている。ＪＩＴＣＯのフォローアップ調査事例によれ
ば、保証金はほとんど（９４％）が返還されているが、中には、契約ど
おり研修・技能実習を終えて帰国したにもかかわらず、返還されないケ
ースもある。 

   本人からの保証金等の徴収は、失踪防止の観点からは、一定の効果が  
認められるものの、一方で、高額な保証金を払うために借金をしている  
ケースもあり、本人が「できるだけ多く稼ぐ」ことを優先させ、研修中  
の残業（研修時間外の活動）や不法就労を助長している面がある。 

   したがって、送出し機関による不当に高額な保証金や違約金について  
は、送出し国政府に対し、その適正化を強く要請することが必要である。 

 
６．チェック体制等の再構築 
  現行制度において、Ⅱで述べたように、ＪＩＴＣＯにおいては、①受入
れ団体・受入れ企業に対する調査、巡回指導、②研修成果、技能実習計画
の評価、③研修生・実習生向けの相談・援助等を実施しており、問題事案
の多発を受けて、全受入れ企業に対する自主点検の実施、巡回指導の強化
等適正化に向けた取組を強化している。 
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また、労働基準監督機関及び出入国管理機関においても、ＪＩＴＣＯか
ら提供された情報も踏まえ、実習生受入れ事業場に対する監督指導、実態
調査を実施するとともに、相互の連携を図っている。 
  
これまで述べてきた技能実習制度の問題点を踏まえ、その適正な運営を
確保するためには、上記のような巡回指導や相互の連携の強化に加え、出
入国管理機関における実態調査等の強化を図るとともに、次のような方向
で、チェック体制の再構築を図っていくことが必要である。 

 
  第一に、ＪＩＴＣＯによる技能実習の適正化対策については、今後とも、
受入れ団体・企業に対する自主点検・巡回指導を抜本的に強化するととも
に、業務の見直しを行い、管理・指導業務への集中化を図ることが必要で
ある。具体的には、実習の実施状況の点検・改善指導や評価、労働基準監
督機関、出入国管理機関等に対する情報提供・連携の強化をさらに進める
必要がある。 

  また、研修生・実習生は受入れ企業等から不当な扱いを受けても、帰国
させられることを恐れて泣き寝入りするケースが多いとの指摘もある。こ
のため、研修生・実習生の様々な問題について、率直に相談でき、かつ、
必要な支援が受けられるよう、相談・援助体制を強化する必要がある。例
えば、技能の修得状況を研修生・実習生本人に対して確認する機会を設け、
併せて相談会も実施する等、直接研修生・実習生を支援する仕組みなどを
検討することが必要である。 

  さらに、受入れ企業・受入れ団体が倒産したり、不正行為認定を受けた
場合について、他の受入れ企業・受入れ団体へのあっせん等ＪＩＴＣＯが
積極的に関与することによって、研修生・実習生が帰国することなく研修・
実習を継続できるシステム作りを検討することが求められる。 

 
第二に、労働基準監督機関においては、引き続き、実習生の労働条件の
履行・確保上、問題がある実習生受入れ事業場に対する監督指導を実施す
るとともに、出入国管理機関との相互通報制度を適切に運用することが求
められる。 

 
第三に、上記Ⅳの１のように最初から雇用関係の下での実習とすれば、
研修生・実習生のあっせん行為について職業紹介事業の許可又は届出が必
須の条件となり、受入れ団体の実施する実習生あっせん行為について、職
業安定法令のルールが適用されることとなる。 
〔参考〕 
・ 今国会に外国人雇用状況報告の義務化（報告漏れや虚偽報告には罰則）等を内容  
とする雇用対策法改正案が提出されており、その報告対象には技能実習生も含まれ 
る。 
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第四に、上記Ⅳの２で提言したように、受入れ団体についても、実習が
適正に行われることを補完し、監理する役割を担うため、受入れ企業に対
する実習の適正実施に係る指導等を行うことが求められる。 

 
最後に、制度の適正化のためには、上記のように、ＪＩＴＣＯをはじめ
とする関係機関が各々の役割を適切に果たすとともに、これらの機関及び
出入国管理機関が相互に連携し、重層的に監視していく体制づくりが重要
である。そのため、ＪＩＴＣＯによる巡回指導の結果等、受入れ企業・受
入れ団体の情報の共有化を進め、緊密な連携体制を構築することにより、
制度の適正化を図っていくべきである。 

 
Ⅴ 我が国の産業構造等の問題 
研修・技能実習制度は、その名のとおり、途上国への技術移転を目的と 
した制度であるが、雇用関係のもとに実習労働に携わることから、他方で、 
受入れ産業、企業の労働力ニーズに応えている実態もある。 
受け入れている産業・企業の受入れ動機は様々であるが、少なくとも団 
体監理型については、背景として、産業構造上の問題や労働条件・環境の 
状況から、日本人従業員を十分に採用できない実態が存在している。 
こうした背景のもとで、専ら人件費の削減を目的として研修生・実習生 
を低賃金労働者として悪用する企業や、安い労働力を供給することを売り 
物として、営利を目的として高額な管理費等を徴収するあっせん機関も存
在している。 
また、こうした一部の悪質な事例を除いても、事業の高度化や労働環境
の改善努力を怠り、安易に研修生・実習生に頼っているケースや、そもそ
も産業構造上、日本人が望む賃金水準を支払う経営基盤がなく、やむをえ
ず研修生・実習生を労働力として活用し、事業活動を維持しているケース
も少なくない。 
今後、国内産業の益々の高度化が必要となる中で、少子化による若年世
代の減少や高学歴化が進むことが予想され、上記のような産業・企業の矛
盾は一層深まることが懸念される。 
したがって、今後の研修・技能実習制度のあり方を考える場合、上記で
述べてきた制度の見直しを進めるだけでは根本的な解決にならない可能性
があり、今後、背景となっている我が国の経済的立場や産業構造のあり方
を正面から見据え、労務管理体制の強化、労働環境改善の促進や、さらに
は、事業の高度化を進めることなどについて、議論を深めていくことが必
要となってこよう。 
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技能実習生の受入れパターン

労働力としての活用の面
があるが、OJTにより、実
習としての効果を持つため、
程度の差こそあれ、結果と
しての技能移転が図られ

ている

送り出し国において、移
転した技能が活用され、
技能移転としての実効性

が図られている

単純労働力としてのみ活
用されていたり、悪質な受
入機関においては、労働
基準法違反や人権侵害等
の事例も見られる

本来の制度趣旨
に即している

制度の趣旨に反
する

結果として、制度
の目的が達成さ
れている・・・

Ａ
タ
イ
プ

送出し国の現地法人
での採用や、海外進
出の足がかりとするな
ど、研修・
実習目的で受入れる
タイプ

Ｂ
タ
イ
プ

Aタイプのような直接
的な研修・実習目的
はないが、実習を行い
つつ、労働力の補完
を行っているタイプ

Ｃ
タ
イ
プ

外国人研修生・技能
実習生を低賃金の単
純労働力として悪用

するタイプ

 

Bタイプの受入れ企業のパターン

一定の水準の賃金で求人を出せば、日
本人を確保できる可能性があるにもか
かわらず、あえて、日本人よりも明らか
に低い賃金で実習生を労働力としても
活用

産業構造上、日本人が望む賃金水準の
求人を出すことができず、日本人が確
保できないため、実習生を低賃金の労
働力としても活用

日本人労働者を確保できているが、補
完的に日本人とほぼ同等の賃金で実
習生も活用

一定の水準の賃金で求人を出していて
も、３K職場等のため、日本人労働者の
確保ができず、ほぼ同等の賃金で実習
生を労働力としても活用

B
1
タ
イ
プ

B
2
タ
イ
プ

B
3
タ
イ
プ

B
4
タ
イ
プ

実習の実効性をより確保する必要が
ある

労働環境・労働条件等の改善の努力
を促す必要がある

同等報酬要件の実効性確保や日本
人の採用を促す必要がある

地域の経済や雇用への貢献の観点、
産業の高度化等の観点から産業の
あり方を検討する必要がある

 
  
おわりに 
 
以上、当研究会におけるこれまでの議論を中間的に取りまとめた。 
研修・技能実習制度は、アジア諸国の若者に我が国の技術・技能を付与
し、これらの国の技術向上に寄与することを目的としており、２１世紀の
国際社会、とりわけ、アジアにおいて指導的地位に立つことが期待される
我が国にとって益々重要な意義を持つ制度として、その発展が期待される。
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その一方で、一部の受入れ企業において、研修生・実習生が劣悪な居住環
境・就労環境の下で拘束的な労働を強いられていたり、中には、セクハラ、
暴力等の人権侵害を受けているなどの事案も発生している。こうした事態
は、一刻も早く根絶する必要がある。 
これら現在発生している問題事案については、これをいたずらに放置す
ることなく、迅速に対応することが必要であり、制度の適正化に係る提言
内容については、可能なものから順次実行に移していくことを強く希望す
る。 
本報告においては、各論として、具体的な見直し内容の提言までに至ら
ず、検討の方向性を示すにとどまったものもあり、これらの課題について
は今後引き続き議論を深めていくこととする。  
上記の見直しを契機に、研修・技能実習制度が本来の趣旨に立ち返って、 
アジア全体の技術力向上・経済成長に貢献する制度として発展することを
期待するとともに、そのためには、政府、地方公共団体、労使団体、業界
団体、個々の企業経営者等関係者の真摯な努力が不可欠であることを最後
に指摘しておきたい。 

 


